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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部空間を有するケーシングと、
　前記ケーシングに設けられ、前記内部空間に連通する吸引盤と、
　前記ケーシングに設けられ、前記吸引盤と前記内部空間の間に配置された通気性多孔質
部材と、
　前記ケーシングに設けられ、前記内部空間に連通する排気口と、
　中心孔を形成したテーパ状底面を有し、前記ケーシングに収容されたアダプタとからな
り、
　前記ケーシングの底面がその中心位置で隆起し、垂直方向において、その隆起部分が前
記中心孔に対向しており、
　物品に染み取り液を染み込ませ、掃除機のホースを前記排気口に接続し、前記掃除機に
よって前記内部空間の空気を吸引し、前記吸引盤によって前記染み取り液を吸引し、これ
を前記通気性多孔質部材に通し、前記通気性多孔質部材によって前記染み取り液を水滴化
し、前記染み取り液が前記テーパ状底面に沿って流れ、前記中心孔から排出され、前記隆
起部分に案内され、前記内部空間に落下し、貯留され、前記テーパ状底面によって前記掃
除機と染み取り液が遮断されるようにしたことを特徴とする染み取り装置。
【請求項２】
　内部空間を有するケーシングと、
　前記ケーシングに接続され、前記内部空間に連通するホースと、
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　前記ホースの先端に設けられたノズルと、
　前記ケーシングに設けられ、前記ホースと前記内部空間の間に配置された通気性多孔質
部材と、
　前記ケーシングに設けられ、前記内部空間に連通する排気口と、
　中心孔を形成したテーパ状底面を有し、前記ケーシングに収容されたアダプタとからな
り、
　前記ケーシングの底面がその中心位置で隆起し、垂直方向において、その隆起部分が前
記中心孔に対向しており、
　物品に染み取り液を染み込ませ、掃除機のホースを前記排気口に接続し、前記掃除機に
よって前記内部空間の空気を吸引し、前記ノズルによって前記染み取り液を吸引し、これ
を前記通気性多孔質部材に通し、前記通気性多孔質部材によって前記染み取り液を水滴化
し、前記染み取り液が前記テーパ状底面に沿って流れ、前記中心孔から排出され、前記隆
起部分に案内され、前記内部空間に落下し、貯留され、前記テーパ状底面によって前記掃
除機と染み取り液が遮断されるようにしたことを特徴とする染み取り装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、被服などの物品の染みを取る染み取り装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　被服などの物品の染みを取る染み取り装置が実用新案登録第３００６７７１号公報（特
許文献１）に記載されている。同公報の装置では、吸引盤および排気口がケーシングに設
けられ、ケーシングは内部空間を有し、吸引盤および排気口は内部空間に連通する。した
がって、物品に染み取り液を染み込ませ、掃除機のホースを排気口に接続し、掃除機によ
って内部空間の空気を吸引することができ、吸引盤によって物品の染み取り液を吸引し、
これを内部空間に落下させ、貯留することができる。
【０００３】
　この場合、内部空間で染み取り液が噴霧化され、それが掃除機に吸い込まれると、染み
取り液によって掃除機が損傷するおそれがある。
【０００４】
　したがって、この発明は、掃除機を使用する染み取り装置において、染み取り液が掃除
機に吸い込まれないようにすることを目的としてなされたものである。
【特許文献１】実用新案登録第３００６７７１号公報
【発明の開示】
【０００５】
　この発明によれば、吸引盤、通気性多孔質部材および排気口がケーシングに設けられ、
ケーシングは内部空間を有し、吸引盤および排気口は内部空間に連通し、通気性多孔質部
材は吸引盤と内部空間の間に配置される。さらに、アダプタがケーシングに収容される。
アダプタは中心孔を形成したテーパ状底面を有する。さらに、ケーシングの底面がその中
心位置で隆起し、垂直方向において、その隆起部分が中心孔に対向する。したがって、物
品に染み取り液を染み込ませ、掃除機のホースを排気口に接続し、掃除機によって内部空
間の空気を吸引し、吸引盤によって物品の染み取り液を吸引し、これを通気性多孔質部材
に通し、通気性多孔質部材によって染み取り液を水滴化し、染み取り液がテーパ状底面に
沿って流れ、中心孔から排出され、隆起部分に案内され、内部空間に落下し、貯留され、
テーパ状底面によって掃除機と染み取り液が遮断されるようにすることができる。
【０００６】
　ホースをケーシングに接続し、内部空間に連通させ、ノズルをホースの先端に設ける。
そして、通気性多孔質部材をホースと内部空間の間に配置し、ノズルによって物品の染み
取り液を吸引するようにしてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００７】
　以下、この発明の実施例を説明する。
【０００８】
　まず、参考例の図１の染み取り装置について説明する。この装置では、吸引盤１、通気
性多孔質部材２，３および排気口４がケーシング５に設けられており、ケーシング５は内
部空間６を有し、吸引盤１および排気口４は内部空間６に連通し、通気性多孔質部材２は
吸引盤１と内部空間６の間に配置されている。通気性多孔質部材３は排気口４と内部空間
６の間に配置されている。吸引盤１はメッシュからなり、アダプタ７に取り付けられてい
る。通気性多硬質部材２，３はナイロン製のもので、タワシ状のものであり、アダプタ８
に取り付けられている。
【０００９】
　したがって、被服などの物品の染みを取るとき、物品に染み取り液を染み込ませ、これ
を吸引盤１上に配置し、掃除機のホース９を排気口４に接続すると、掃除機によって内部
空間６の空気を吸引し、吸引盤１によって物品の染み取り液を吸引することができ、これ
を通気性多孔質部材２に通し、内部空間６に落下させ、染み取り液１０を内部空間６に貯
留することができる。さらに、染み取り液１０が通気性多孔質部材２を通るとき、通気性
多孔質部材２によって染み取り液１０が水滴化され、水滴化された染み取り液１０が内部
空間６に落下し、貯留される。したがって、内部空間６で染み取り液１０が噴霧化され、
それが掃除機に吸い込まれることはなく、染み取り液１０によって掃除機が損傷するおそ
れはない。さらに、たとえ染み取り液１０が噴霧化されても、掃除機によって内部空間６
の空気が吸引されるとき、通気性多孔質部材３によって風力が抑制され、染み取り液１０
は掃除機に吸い込まれない。
【００１０】
　図２に示すように、アダプタ７、排気口４、アダプタ８、通気性多孔質部材２，３およ
びケーシング５は互いに取り外し可能であり、分解可能である。したがって、染み取り液
１０が相当量貯留されたとき、それを容易に廃棄することができる。
【００１１】
　カーペットなどの物品の染みを取るとき、物品に染み取り液を染み込ませ、図３に示す
ように、ホース１１をケーシング５に接続し、内部空間６に連通させ、ノズル１２をホー
ス１１の先端に設ける。そして、通気性多孔質部材２をホース１１と内部空間６の間に配
置し、ノズル１２によって物品の染み取り液を吸引するようにしてもよい。
【００１２】
　そして、図４、図５および図６に示すものがこの発明の実施例である。図１および図３
の装置において、図４、図５および図６に示すように、アダプタ１３をケーシング５に収
容し、アダプタ１３にテーパ状底面１４を形成し、テーパ状底面１４に中心孔１５を形成
する。さらに、ケーシング５の底面をその中心位置で隆起させ、その隆起部分１６を中心
孔１５に対向させてもよい。この場合、染み取り液１０がテーパ状底面１４に沿って流れ
、中心孔１５から排出され、隆起部分１６に案内され、内部空間６に貯留される。したが
って、テーパ状底面１４によって掃除機と染み取り液１０が遮断され、染み取り液１０が
噴霧化されにくく、好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】参考例を示す断面図である。
【図２】図１の装置の分解図である。
【図３】他の参考例を示す断面図である。
【図４】この発明の実施例を示す断面図である。
【図５】図４の装置の分解図である。
【図６】他の実施例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００１４】
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１　吸引盤
２　通気性多孔質部材
４　排気口
５　ケーシング
６　内部空間
９　掃除機のホース
１０　染み取り液
１１　ホース
１２　ノズル

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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